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○
消
防
庁
告
示
第
十
七
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法
施

行
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
の
行
う
講
習
に
係
る
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

消
防
庁
長
官

林

省
吾

第
一

講
習
の
対
象

講
習
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
の

四
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
対
象
と
す
る
。

第
二

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

一

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

講

習

科

目

講

習

時

間

防
火
対
象
物
の
点
検
報
告
制
度

一
時
間

消
防
法
規

二
時
間

建
築
基
準
法
規

一
時
間

火
災
予
防
概
論

一
時
間

防
火
管
理

三
時
間
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火
気
使
用
設
備
等

一
時
間

消
防
用
設
備
等
技
術
基
準

三
時
間

防
火
対
象
物
の
点
検
要
領

六
時
間

二

防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
と
な
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
関
す
る
考
査
（
以
下
「
修
了
考
査
」
と
い

う
。
）
を
、
講
習
の
修
了
後
二
時
間
行
う
も
の
と
す
る
。

三

前
号
の
講
習
修
了
後
に
行
う
修
了
考
査
の
ほ
か
、
当
該
修
了
考
査
を
行
っ
た
日
の
翌
日
以
後
一
年
以
内
に
行
う

同
種
の
講
習
修
了
後
の
修
了
考
査
を
、
一
回
に
限
り
、
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
三

講
習
科
目
の
一
部
免
除

第
二
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め

る
講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号

消
防
法
規
、
火
災
予
防
概
論
及
び
消
防
用
設
備
等
技
術

に
規
定
す
る
者

基
準

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る

火
災
予
防
概
論
及
び
防
火
管
理

者規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
四
号
か
ら
第
八
号

建
築
基
準
法
規

ま
で
及
び
第
十
二
号
に
規
定
す
る
者
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規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
九
号
に
規
定
す
る

消
防
法
規
、
火
災
予
防
概
論
、
防
火
管
理
、
火
気
使
用

者

設
備
等
及
び
消
防
用
設
備
等
技
術
基
準

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
十
号
に
規
定
す
る

消
防
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

者規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す

火
災
予
防
概
論

る
者

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
五
項
第
六
号
の
期
間
ご
と

防
火
対
象
物
の
点
検
報
告
制
度
、
火
災
予
防
概
論
、
防

に
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
な

火
管
理
、
火
気
使
用
設
備
等
、
消
防
用
設
備
等
技
術
基

い
こ
と
に
よ
り
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
の
資
格
を

準
及
び
防
火
対
象
物
の
点
検
要
領
の
一
部

失
っ
た
者

第
四

修
了
考
査
合
格
者
に
対
す
る
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
免
状
の
交
付

修
了
考
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
は
、
別
記
様
式
の
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
免
状
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

再

講

習

科

目

再

講

習

時

間

点
検
概
論

（一）
イ

お
お
む
ね
過
去
五
年
間
に
お
け
る
防
火
対
象
物
の
点
検
対
象

事
項
に
関
す
る
法
令
改
正
の
概
要

一
時
間

ロ

防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
の
責
務
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ハ

点
検
上
の
一
般
的
留
意
事
項

点
検
実
務

（二）
イ

防
火
対
象
物
の
点
検
上
の
留
意
事
項

四
時
間

ロ

主
要
な
点
検
箇
所
と
点
検
方
法

ハ

対
処
方
法

第
六

再
講
習
修
了
者
に
対
す
る
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
免
状
の
交
付

再
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、
現
に
登
録
講
習
機
関
か
ら
交
付
を
受
け
て
い
る
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者

免
状
と
引
き
換
え
に
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
免
状
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
四
年
消
防
庁
告
示
第
十
号
に
基
づ
き
、
同
告
示
第
二
第
五
号
の
講
習
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
消
防
庁

告
示
第
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。



別記様式（第４関係） 
 

防火対象物点検資格者免状 
表面   

                  85 ㎜ 
 

        防火対象物点検資格者免状 
 
        氏   名 
        生 年 月 日      年  月  日       30 ㎜ 
        本   籍                  写 真 
  54 ㎜    交付年月日      年  月  日       24 ㎜       48 ㎜ 
         交 付 番 号 
 
        有 効 期 限     年  月  日まで 
                                                                                

登 録 講 習 機 関 名      印 
 
 
                                    79 ㎜ 
 
 

裏面 
                  

防火対象物点検資格者は、免状の交付を受けた日から原則として５年 
      以内に再講習を修了し、新たな免状の交付を受けなければ資格を喪失す 
      る。 
       なお、講習を修了してから免状の交付を受けるまで日数を要する場 
      合があるので、その旨を留意して再講習を受講すること。 
       

備考 
 
 
 
 
 
 

備考 １ 用紙の表面には、無色透明の薄板を接着させるものとする。

   ２ 写真は、過去５年以内に撮影されたものとする。 


